
日本人住民の方の登録できる印鑑 
 

●登録できる印鑑 
共通条件 

・印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないもので、印影の大きさ

が一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まるもの 

 

 

            一辺の長さ8ミリメートル 

                                                            

  

 

一辺の長さ25ミリメートル 

 ※色の部分に収まるものは登録できます。 

 

 

登録できる印鑑の例 

・氏と名を完全に表したもの（氏名：栃木花子） 

 

         

                 

 

 

・氏だけを表したもの（氏名：栃木花子） 

 

    

    

 

 

・名だけを表したもの（氏名：栃木花子） 
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・氏の全部と名の一部（頭文字）を組み合わせたもの（氏名：栃木花子） 

 

    

    

        

 

 

・氏の一部（頭文字）と名の一部（頭文字）を組み合わせたもの（氏名：栃木花子） 

 

    

       

 

 

・一般に同字と呼ばれる文字に替えたもの（氏名：嶋田花子） 

 

    

        

 

 

・名の変体平仮名を平仮名、変体片仮名を片仮名にしたもの（栃木きゑ・栃木キヱ） 

 

           

               

 

 

・氏名以外の事項で「之印」「之章」を加えたもの（氏名：栃木花子） 
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